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 はい、ありがとうございます。まず、この議論の大前提として新型コロナ感染症

が５類に見直されて半年以上が経つことや、令和６年度から通常の医療提供体制に

戻ることを考えますと、今回の改定を経たあとに、30ページ以降に示されておりま

す新型コロナの特例が残ることはあり得ないということをまず強く主張いたしま

す。 
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 それでは、87ページの論点に沿ってコメントいたします。 

  

  

  

 まず、「新興感染症発生・まん延時における医療及びその備えに対する評価につい

て」でございますが、令和４年度改定において、コロナ禍での教訓を踏まえ、新興

感染症が発生した際の対応も想定して、感染対策向上加算や外来感染対策向上加算

が新設されたと理解をしております。 

 

 その後、都道府県と協定を締結する枠組みが導入されたことを念頭に置き、加算

の施設基準に協定の締結を位置づけるなど要件を厳格化することは十分に考えら

れますが、新興感染症が発生した際に流行医療確保措置、これが５ページに示され

ておりますけれども、その対象になることから、平時における評価を拡充すること

は慎重に検討すべきと考えております。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

308 

  

 また、薬局における新興感染症への対応についても同様の考え方で連携強化加算

の施設基準を見直すことが考えられます。 

 

  

 

 続きまして、「新興感染症以外の感染症に対する医療の評価について」です。 

  

  

  

 入院患者に対する感染対策については、先ほど申し上げました感染対策向上加算

をはじめ、既存の報酬で十分に対応していると認識しております。 
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 資料の 34 ページを見てみますと、個室管理や集団隔離が必要なケースが紹介さ

れておりますが、どのような患者を個室管理し、かかり増し経費がどの程度かかる

のか等を十分に精査することが必要です。 

 

 外来医療における感染対策についても、外来感染対策向上加算が令和４年度改定

で新設され、その際、発熱外来において、かかりつけ患者以外にも対応することが

求められたことを踏まえれば、外来感染対策向上加算について、かかりつけ患者に

限らず、発熱患者に対応することを施設基準に追加すべきです。 

  

 次に、新型コロナ特例については冒頭に申し上げたとおり、全て廃止すべきです

が、これに関連して１点、診療側の委員の方にお伺いしたいことがございます。 

 

 類型変更後にコロナ後遺症を診療した場合の特例が新たに設けられたと認識し

ておりますが、コロナ後遺症に対する医学管理について、診療報酬で特別に評価す

る根拠となるエビデンスが確立されているのか、教えていただきたいと思います。 
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 続きまして、高齢者施設から求めのあった場合の対応についてでございますが、

同時改定の意見交換会でも課題とされたことを踏まえ、感染対策向上加算の施設基

準として明確に位置づけることが考えられます。 

 

 また、薬局における自宅・宿泊療養者への医薬品対応については、在宅患者緊急

訪問管理指導料の中で評価すべきと考えております。 

 

 歯科における感染症患者の治療については、感染症対応を強化する観点から、令

和４年度改定で基本診療料が引き上げられた経緯がございます。さらに外来診療環

境体制加算もありますので、既存の評価で対応できていると認識しております。 

   

 続きまして、「薬剤耐性対策に対する評価」についてコメントいたします。 

  

 

  

 抗菌薬の適正使用に係る取組や、資料の 64 ページ以降にございます薬剤耐性対

策アクションプランに沿って、当然、進めるべき課題だと認識しております。 
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 特に来年度からは第４期医療費適正化計画も始まり、保険者として適正使用の普

及啓発をより一層推進する必要がございます。 

  

  

  

 資料の 68ページを見てみますと、第一選択、もしくは第二選択の抗菌薬とされて

いる Access抗菌薬の使用割合が諸外国と比べて極めて低く、これは、逆に言えば 

使用を制限すべき抗菌薬が多く使われているという実態がわかります。 

 

 医療機関においても、感染対策向上加算や外来感染対策向上加算の中で抗菌薬の

適正使用が評価されていることを踏まえて、これまで以上に抗菌薬の適正使用に取

り組んでいただきたいと考えます。 

 

 そうした観点で、論点にございますサーベイランス強化加算については、サーベ

イランスに参加するだけではなく、抗菌薬の使用実績等を指標にして評価にメリハ

リをつけることも考えられます。 

  

 最後に、小児抗菌薬適正使用支援加算については、資料 78 ページを見てみます

と、一定のエビデンスがあることは理解ができます。 
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 また、小児科で急性中耳炎や急性副鼻腔炎の患者に算定できないということです

が、 

 

  

 

保険者としましては、そもそも必要のない抗菌薬を使用しないことは当然だと認

識しておりますので、単純に対象患者の範囲を広げるということではなく、外来感

染対策向上加算との関係も含め、抗菌薬の適正使用に関する評価を整理することも

あり得るのではないかと考えております。私からは以上でございます。 
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 はい、ありがとうございました。今、松本委員から１点、コロナ後遺症の特例に

ついてのご質問がありましたけど、長島委員、お答えしていただけますでしょうか。 

  

 

 はい。コロナ後遺症に関しましては、これ、国として今現在、対応をしっかり 

検討し、さまざまな知見も集めているところかと思いますので、事務局のほうで 

何か見解がありましたら、お願いしたいと思います。 

 

 

 事務局、いかがでしょうか。 

  

 

 はい。感染症対策課長でございます。コロナの後遺症、いわゆるコロナの罹患後

症状についてということで、こちらにつきましては、今、先生、ご指摘いただきま

したように国のほうで研究班も組織し、いろいろな調査・研究を進めるとともに、 

 

実際、実臨床で携わっている先生方によって、30名以上の各科の診療科のメンバ

ーの先生を集めてですね、プログラム作成委員会というのをつくりまして、その中

でマニュアルというのを随時改訂して行ってるとこでございます。 

 

 そういうエビデンスに基づいたような形でのマニュアルで実際、実臨床の先生方

が対応していただいてるというふうに思っているとこでございます。以上でござい

ます。 

 

 

 はい。松本委員、長島委員、いかがでしょうか。 
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 はい。運用についてはマニュアルということで理解いたしましたが、教えていた

だきたい内容が、「診療報酬で特別に評価する根拠となるエビデンスができている

か」という観点では、いかがでございましょうか。 

 

 

 はい、事務局、お答えできますでしょうか。 

 

 

 はい。引き続き感染症対策課でございます。マニュアルについてはエビデンスに

基づいて作ってるということで、そこの運用ということで、特定の疾患の管理料と

いうことで、たぶん算定をさせていただいてるというふうに理解をしております。 

 

 その中で、やはり後遺症で継続するということでございますので、例えば、コロ

ナ罹患後、半年以上経っても２カ月以上継続してる、というようなところでござい

ますので、それを適時、すなわち管理、疾患管理するという観点からは十分に必要

なものなのかなというふうに感染症対策課としては思っております。 

 

 

 松本委員、いかがでしょうか。 

 

 

 はい、ありがとうございました。私どものほうでも、その辺の算定のですね、に

ついては、一度、改めて確認をした上で、また、場合があれば、ご質問を差し上げ

たいと思います。ありがとうございました。 

 

 

 はい。事務局から、お手が挙がっています。お願いします。 
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 はい。事務的な訂正というか確認です。 

  

  

  

 31ページ目にございますとおり、今、遷延する症状に関しましては「管理料」と

いう発言が途中、ありましたけども、管理料ではなくて、今、特例の措置の 147点

を３月ごと。これを算定していると。こういう状況でございます。 

 

 

 はい、ありがとうございます。はい、太田委員、お願いします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。コロナを対応している入院医療の現場、病棟の話

なんですが、 
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 確かに 31 ページのコロナの特例という形のものを４月以降、どうしていくのか

というのは１つ、大きな論点なんですが、全くこれなしになってですね、 

  

  

  

 今回の論点の２つ目の新興感染症の１個目の丸ですけれども、「標準予防策に追

加して行う適切な感染対策及び必要な個室管理に対する評価の在り方」。 

 

 先ほど長島委員のほうから、これはもう標準として何らかの形の評価を検討すべ

きだというご発言がありましたけれども、全くこういうものなしの中で、これだけ

空気感染で感染力の強い疾患の患者さんを現場で診ていくというのは、何もないっ

ていうのはたぶん、これはあり得ないというふうに思ってます。今も足元は非常に

感染、落ち着いておりますけれども、院内でまたパタパタと出てきまして、本当に

感染力、強いんです。 

  

 今回、42 ページの事務局からの資料で、今はコロナの特例という形で、入院の、

いわゆる、その個室管理に関しての配慮が行われておりますけども、これがもし特

例が全くなしになるとするならば、恒常的な形で何らかの形の個室での対応が認め

られるような形にはしていただきたいというふうに思いますし、 

  

 インフルエンザ等の、われわれが慣れてる疾患と違って、これだけ空気感染、エ

アロゾル感染ってのは空気感染に近いわけですけども、これだけ感染力の強い疾患

の患者さんを今後もケアし続けなければいけないという形で言いますと、それなり

の対応というものを今回の改定に際して、やっぱり、ご検討をいただきたいなとい

うふうに思います。以上です。 
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 はい、それでは長島委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。コロナ禍の特例の継続に関してですけども、以前から申し上げてるとおり、

やはり今後のコロナ感染症の拡大状況および地域医療の提供体制をしっかりと見

定めながら、 

  

 もう１つが、恒常的な感染対策において、どのようなことが組み込まれるのか。

それとの整合性とか全体を見ながら、しっかりと検討すべきというふうに考えてお

ります。 

  

 

 ありがとうございます。続きまして、じゃあ、江澤委員、お願いします。 

 

 

 はい、ありがとうございます。今回のコロナ禍の経験を踏まえましても、いかに

平時の取組が重要であるかということは本当に身にしみて痛感したところでござ

います。 

 

 したがいまして、平時からの連携体制、含めた、いろんな取組っていうものが平

時から取り組んでおくことによって、いざのという、いざの、非常に新興感染症が

流行するような有事において力を発揮できると。そのことによって患者さんの命を

救うことができるということにつながりますので、平時の取組っていうのは十分評

価していくべきものと思います。 

 

 続きまして、先ほどのコロナの後遺症につきまして、これはもうＷＨＯがご存知

のように定義しておりまして、罹患後２カ月以上、ほかの疾患では説明できない倦

怠感、筋力低下、脱毛、睡眠障害といった不定愁訴が続くというものでございます

し、中には１年以上継続している患者さんもいらっしゃいます。 
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 これ、こういったことはインフルエンザには全く見られないというものでござい

ますので、まだまだ病態が不明であって、治療も対症療法に、さまざまな対症療法

で、さまざまな治療法が選択をされておりまして、したがいまして、その一人ひと

りによって複雑な治療に、管理というものが今現在、行われているということで、 

  

 これから、いろいろ病態がもし解明できるようなれば、また変わってくるかもし

れませんが、現場としてはそういう実態であるということは申し上げたいと思いま

す。 

  

 最後、もう１点は、53ページに感染対策向上加算の一覧がありますけれども、 

事務局からの説明がありましたが、 

 

 
  

感染対策向上加算の１・２の、この赤枠の所に、今後に向けて高齢者施設も含め

て専従要件ということで、ここに高齢者施設へ指導に行った場合にも、こういった

同様な対応が必要かというふうに思います。 

 

 あわせまして、介護給付費分科会の議論では高齢者医療という観点では高齢者施

設と在支病とか地ケア病棟を有する中小病院が連携する病院としてイメージをさ

れております。 
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 そうしますと、この感染対策向上加算１は主に 300以上の病院というふうになっ

ておりますので、地域によってはかなり施設の数も限られますので、場合によって

は、この感染対策向上加算２とか３の施設が高齢者施設へ指導へ行くなり、連携す

るということは、相当これ、あると思いますから、 

 

この赤枠に加えて、高齢者施設を含めることを感染対策向上加算２・３において

も同様に含めていくべきではないかと。そのほうが連携については資するものとな

ろうかと思います。以上です。 

  

 

 はい、池端委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。私も論点の中で１点、お話ししたいと思います。 

まず、２のほうの新興感染症以外の感染症に対する医療の評価ということになるか

と思いますけれども、もう、ご案内のとおり、５類になってから、じゃあ、今、 

現状がどうなってるかっていうと、ほとんどの医療機関はまだ同じように発熱外来

でＰＰＥをつけて、そして別の外来を設けて、そして入院は個室対応でっていうこ

とを続けています。 

 

 続けているからこそ、確かに重症度は引きましたけども、感染力がまだ強い中で、

市中の慢性期も含めて、いろんな病院で、もうコロナ対応できる体制、そして、こ

れは、この新型コロナウイルス感染症だけではなくて、あらゆる感染症の対策、・・・

も含めて対策につながる体制を多くがずっと続けている。日本の医療のベースの体

制が１ランク上がった状況が今、現状だと思います。これは本当に、ある意味で言

えばコロナの副産物と言えるかと思います。 

 

 非常に、本当に、中小の小さな病院・診療所でも、この感染対策にしっかり対応

するということができているからこそ、日本は世界に類を見ない、死亡率の低い体

制でここまで来たんだと思ってます。 
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 確かに、松本委員、おっしゃるように、新興、コロナ対策はもう５類になったん

だから、これは次の改定ではゼロにすべきだという、１つの論理的にはそうかもし

れませんけど、 

 

ただ一方で、１ランク、２ランク上がった感染対策を全て、ほぼ全ての外来・入

院の医療機関が対応している現状を、これを捨てることはもったいない。私は非常

に残念だと思います。 

 

 この対策を何らかの維持できる体制のものについて、新たに、これから続くいろ

んな感染症に対する対策としての評価ということを新たに設けるということは非

常に理にかなってるんではないか。 

  

 例えば、診療報酬の財源だけ考えても、ご存知のように、コロナ禍の２年間、３

年間で、実はインフルエンザとか小児の感染症とか、あらゆる感染症が減りました。

それを今でもまだ続いて、ある程度、続いています。 

 

 それはやっぱり感染対策が非常に他の感染症にも有効な感染（対策）を全国で続

いていたおかげだと思いますので、 

 

ぜひ、これは別に新たに、これから、する、新興感染症も、これから現状の感染

症も含めて、１ランク上がった世界に類を見ない、一段上がった感染対策をする医

療を提供するということに対して新たな評価を求めたいと思います。 

 

 それには、やっぱり空間的なもの。それから時間的なもの、それから資材的なも

のに今、持ち出してやってるわけです。何らかの評価がないと、これはだんだん、

それまた、もとに戻ってしまう。 

 

元の木阿弥に戻ったコロナ以前の感染対策に戻ることは私は決して日本の将来

を考えてもいいことではないと思うので、ここに対して、ぜひ何らかの新たな評価

を考えていただきたいと思います。以上です。 

 

 

 はい、ありがとうございます。続きまして森委員、お願いいたします。 
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 はい、ありがとうございます。コロナが出てくるまでなんですけども、それまで

の間はですね、感染症で患者さんの行動に制限がかかる、また来局できない、そう

した患者へ薬局が訪問するという想定がなかったんですね。それで、先ほど訪問で

っていう話だったんですけど、現在の調剤報酬の体系で言うと、計画的な訪問を指

導してる患者さんに関しては緊急時の報酬があるんですけども、計画的な訪問をし

ていなければですね、報酬がないんですね。 

  

 それで今回、特例的なものを付けていただいたんですけども、今後の感染対策を

考えた中で、特に治療薬の特性ということを考えると迅速な提供ということも求め

られますので、ぜひ、そのことはお考えいただきたいというふうに思います。以上

です。 

  

 

 はい、林委員、お願いいたします。 

  

 

 はい、ありがとうございます。先ほど松本委員からも、歯科において感染対策は

もう評価済みだということでございましたけれども、かねてより、感染対策に関し

ましては歯科は初・再診料で評価されている特徴がございます。 

 

 コロナ禍におきましてはスタンダード・プリコーションに加えて、かかり増し費

用等も認めていただきまして、初・再診料を上乗せしていただいたということは非

常に感謝しておりますけれども。 

  

 この中身でございますけども、既存の技術をスクラップした形での対応というこ

とで不十分な形にはなっております。感染対応をした歯科医療機関が平時におきま

しても面で地域医療を支えるということは、これは当然のことでございますので、

これから、しっかりとした患者・国民にとって安全・安心な歯科医療につながる、

そういった評価にこれからもつながっていくような検討をしていただきたいと、よ

ろしくお願いしたいと思っております。以上でございます。 
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 ありがとうございます。茂松委員、お願いします。 

 

 

 このような議論をしてる中なんですが、最近この２、３日、どうもコロナがまた

上がってきてるという事態であります。やはり完全に治す薬がないというところと、

コロナの感染力がそれだけ強いということがあって、なかなか、この恒常的にとい

うところに議論をもっていくのに、まだ少し時間がかかるんではないかなあという

ふうな気がしております。 

  

 とにかく、「恒常的に」という、この議論を進めないといけないんですが、現状と

しては、おそらく少しずつ増えながらまた下がってくるというふうなことで、まだ

まだ終わってないんではないかというふうにはご理解いただければと思います。 

  

 

 ありがとうございます。はい、鳥潟委員、お願いいたします。 

 

 

 すいません。ありがとうございます。協会けんぽとしましても、このコロナの対

応の特例等は一度きちんと評価をした上で、平時また緊急時の対応を組み直す必要

があるのではないかというふうには思っております。 

 

 また、ちょっと素人なので教えていただきたいんですけど、コロナの感染力が高

いというのは非常に理解をしているんですが、何でしょう、お医者様のゴールは感

染をさせないことなんでしょうか？ 

 

 要は、何が言いたいかと言いますと、感染力はすごく高いのは理解してるけども、

致死に至るまでの症状にはそんなに至ってないっていう素人考えがあるんですけ

ど、その辺の感染症の考え方みたいなものは、どういうふうに区別したらいいのか

なっていうのが、ちょっとわかりかねるので、申し訳ございません。 
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 今までのコロナって、今までって言うか、すごいデマンドがあった、たくさんの

方が亡くなったコロナの対応を引きずって、やることが、 

 

やってるようには見えなくもないんですけど、そういったこと自体が本当に必要

なのかっていうのがちょっとわかりかねたものですから。 

  

 

 鳥潟委員から、ご質問ありましたけど、どういたしましょう。皆さん手を、お手

が挙がっていらっしゃる。じゃ、最初に、 

  

 

 よろしいですか。そのあたり、事務局のほうで、きちんと整理して委員に対して、

ご説明いただければ幸いです。よろしいでしょうか。 

 

 

 はい、ありがとうございます。 

  

  

 よろしいですか。 

  

 

 はい、別の時間で。ありがとうございます。すいません。 

 

 

 はい。それでは、松本委員、お願いします。 
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 はい。２号側から、たくさんご意見いただいたんですけども、30ページの資料の

一番右端を見ていただきたいんですが。 

  

  

  

 これ、茂松委員からも今、言及があったんですけども、今回の議論というのは 

Ｒ６改定において恒常的な感染症対策の見直しを行う議論であって、特例を残す、

残さないという議論ではないということは誤解のないように述べておきたいと思

います。 

 

 あくまでも、そういう議論ですので。ですから、私はこの特例を残す、残さない

とか、そういった矮小化された議論には与しませんと申し上げておきます。 

 

 

 はい。それでは佐保委員、お願いいたします。 
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 ありがとうございます。まず総論的な話になりますが、特例措置はあくまで特例

的ということで、先ほど松本委員からもありましたけど、終了していくということ

が自然な流れだというふうに思っております。 

 

 その上で、今回、特例措置の内容が結果として妥当性があったかどうかとか、詳

細な分析とか検証とかをしていただいて、その上でですね、今後の新興感染症に備

えて新型コロナ患者への治療、そういったものの実績ですね、エビデンスとかを踏

まえて考えられる、その診療について妥当性のある診療報酬点数を準備しておくこ

とが必要だというふうに考えております。 

 

 その上でですね、１点。論点の一番上の「新興感染症発生・まん延時における医

療及びその備えに対する評価について」でございます。 

  

  

 

 協約締結医療機関を含めて、医療機関などが行う医療の備えというものは必要と

いうふうには思っておりますが、施設整備については診療報酬といったものでなく

ですね、補助金など、公費等、そういったものの対応で考えるべきじゃないか、ち

ょっと分けて考えるべきじゃないかなというふうに考えております。以上です。 

 

 

 ありがとうございました。先ほど、 

  

 

 すみません、高町です。 
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 ごめんなさい。高町委員、お願いいたします。 

 

 

 すいません、ありがとうございます。医療機関における感染症対策と同様に、 

高齢者施設における感染症対策も非常に重要なものと考えています。 

 

 資料では、感染対策向上加算をしている急性期病院では７割以上の病院が高齢者

施設に院内感染対策などの助言を行っているとあります。また、高齢者施設に助言

を行っている医療機関のうち半数以上が高齢者施設を訪問して助言を行っている

とあります。 

  

 このように多くの医療機関では既に助言を行っているということですが、逆に言

えば、助言を行っていない医療機関もあるということになります。 

 

 一方、介護の方面では感染対策について外部からの支援を受けていない施設のう

ちの７割が今後、受ける予定あるいは受けたいという希望を持っているとあります。  

 

 こうした施設に助言が行き届くように、高齢者施設の求めに医療機関がきちんと

応じられるように、要件の適切な見直しなどを通じて、一層の、このような取組を

促す必要があると思います。以上です。ありがとうございます。 

  

 

 高町委員、どうもありがとうございました。それでは、先ほど、あ、失礼しまし

た。江澤委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。ただいまのご意見ですけれども、今、介護給付費分科会のほうでも、しっ

かりと連携して高齢者施設を支えるというほうに議論が進んでいますので、そこに

は期待をしております。 
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 それから、もう１点だけ。コロナ禍で、やっぱり我が国の感染症に対する脆弱性

の部分の課題もあったかと思います。 

 

 ですから、やっぱり、その脆弱な部分については、しっかり基盤強化は報酬で評

価して、いざ、こういうコロナとか特別な新興感染症が流行したときには補助金が

なじむのかもしれませんけれども、やはり、その組み合わせも必要かというふうに

は考えているところでございます。 

 

 

 ありがとうございます。先ほど、長島委員から木澤専門委員のご意見も、という

ご要望がございましたので、木澤専門委員、お願いいたします。 

 

 

 はい。ありがとうございます。「新興感染症以外の感染症に対する医療の評価につ

いて」です。 

  

  

 

 地域において平時からの感染対応力強化の観点から、入院・外来・在宅と、どの

ような場においても感染対応力を強化し、地域全体の感染対応力を向上させていく

必要があります。 

  

 とはいえ、医療資源が限られる中、組織を超えて地域で柔軟に専門性の高い人材

等を活用していく視点が非常に重要です。 
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 論点の４つ目にあります、医療機関から高齢者施設への支援については、第 550

回の中医協でも発言させていただきましたけれども、日頃からの感染防止対策およ

び感染症発生時の対応の点で非常に有効ですので、ぜひ感染対策に関する専門性の

高い人材が施設に赴きやすくなるよう推進すべきと考えております。 

  

 

  

 また、43ページにもありますように、訪問看護において策定が義務づけられた業

務継続計画の中には感染症対応も含まれており、平時からの備え、初動対応などに

関して定めた上で研修や訓練の実施に取り組んでおります。 

 

 加えて、感染拡大時の業務継続のためには、事業所内のＢＣＰだけではなく、訪

問看護事業所同士が助け合うことができるための地域ネットワークの仕組みを広

げていくことが重要になってまいりますし、 

  

 居宅介護事業所をはじめとして、医療・介護のさまざまな事業所と連携の機会が

多い訪問看護としては、他の介護サービス事業所の職員との情報共有、連携の場面

も多くあります。 
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 このような地域全体を守る感染対策が広がっていくことが必要だと考えており

ます。私からは以上となります。 

  

 

 はい、ありがとうございました。ほかは、よろしいでしょうか。 

 

 はい。それでは、ほかにご質問等ないようですので、本件に係る質疑はこのあた

りといたします。 

 

 今後、事務局におかれましては本日いただいたご意見も踏まえて対応していただ

くようにお願いいたします。 

 

 本日の議題は以上です。次回の日程につきましては、追って事務局よりご連絡い

たします。 

 

 それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。長時間、どうもありがとう

ございました。 

 

 

 （散会） 
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